
（提出予定議案：全５件） 

清川村選挙管理委員会議事日程 

 

令和８年３月２日     

清川村役場 政策審議室  

 

日程第１ 議案第29号 選挙人名簿から抹消すること 

日程第２ 議案第30号 選挙人名簿に登録する者を定めること 

日程第３ 議案第31号 地方自治法第７４条第１項等に規定する選

挙権を有する者の総数の５０分の１の数を

定めること 

日程第４ 議案第32号 地方自治法第７６条第１項等に規定する選

挙権を有する者の総数の３分の１の数を定

めること 

日程第５ 議案第33号 市町村の合併の特例に関する法律第４条第

１１項等に規定する選挙権を有する者の総

数の６分の１の数を定めること 



日程第１   

議案第２９号   

 

 

選挙人名簿から抹消すること  

 

 別紙の者は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条

に該当する者であるので、選挙人名簿から抹消する。  

 

 

  令和８年３月２日提出  

 

 

清川村選挙管理委員会委員長  大浦文次     

 

 



日程第２   

議案第３０号   

 

 

選挙人名簿に登録する者を定めること  

 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項の規定

により選挙人名簿に登録する者を、別紙のとおり定める。  

 

 

  令和８年３月２日提出  

 

 

清川村選挙管理委員会委員長  大浦文次     

 

 

 



日程第３  

議案第３１号  

 

 

地方自治法第７４条第１項等に規定する選挙権を有する  

者の総数の５０分の１の数を定めること  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第  

７５条第１項並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年

法律第５９号）第４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を

有する者の総数の５０分の１の数は、４６である。  

 

 

  令和８年３月２日提出  

 

 

清川村選挙管理委員会委員長  大浦文次    

 



日程第４  

議案第３２号  

 

 

地方自治法第７６条第１項等に規定する選挙権を有する  

者の総数の３分の１の数を定めること  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７６条第１項、第８０

条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条

第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数は、  

７６５である。 

 

 

  令和８年３月２提出 

 

 

清川村選挙管理委員会委員長  大浦文次    

 

 



日程第５  

議案第３３号  

 

 

市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項等に  

規定する選挙権を有する者の総数の６分の１の数を定  

めること 

 

 市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第

４条第１１項及び第５条第１５項に規定する選挙権を有する者の総

数の６分の１の数は、３８３である。 

 

 

  令和８年３月２日提出  

 

 

清川村選挙管理委員会委員長  大浦文次    

 

 


